
外来感染対策向上加算に関するご案内

1. 患者様とそのご家族、当院の医療従事者・スタッフ、その他の来院される方などの院内感染防止対策に積極的に取り組んで

います。

2. 外来においては、患者様の受診歴に関わらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患の外来診療に対応します。

3. 外来での感染防止対策として感染症が疑われる方を、一般診療の方と空間的もしくは時間的に分離し対応します。

4. 当院では、「院内感染管理者」を中心に、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。

5. 厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、抗菌薬を適正に使用しています。

6. 当院は、医師会との感染対策連携により院内感染対策の向上に努めています。

ソラーレクリニック太子

院長 八十川 直哉
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